
現場掲示が必要な標識等について 

 

工事現場では、建設業法や建築基準法などに基づいて、様々な掲示物が義務付けられています。これら

の掲示物は、工事の安全確保や関係者への情報提供、法令遵守を目的としています。 

掲示する標識等は、種類により掲示義務の発生条件や掲示場所が異なります。 

ここでは、標準的な配水管布設工事について、下記のとおり参考例を示します。なお、仕様書等の定め

やその他図書により別途掲示が必要になるものもあります。 

 

現場掲示が必要な標識類（例） 

建設業の許可票 

 

 

掲示場所： 公衆の見やすい場所に掲示する。 

標識寸法： （縦）25cm 以上×（横）35cm 以上 

根  拠： 建設業法 第 40 条（標識の掲示） 

建設業法施行規則 第 25 条（標識の記載事項及び様式） 

 

※発注者から直接請け負ったものに限る。（元請業者のみ） 

※「専任の有無」は、専任の場合は「専任」、専任していない場合は

「非専任」と記載 

※無許可業者、及び建設業法に基づかない警備業者・運送専門業者等

は掲示不要 

※許可内容を明らかに誤認させるような表示は、建設業法で禁止され

ているので注意が必要。建設業法 第 40 条の 2（表示の制限） 

労災保険関係成立票 

 

 

掲示場所： 事業場の見やすい場所に掲示する。 

標識寸法： （縦）25cm 以上×（横）35cm 以上 地色：白 文字：黒 

根  拠： 労働者災害補償保険法施行規則 第 49 条（法令の要旨等

の周知） 
 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第 77 条 

（建設の事業の保険関係成立の標識） 

 

※「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に記載した氏

名以外の場合は、労働基準監督署に届出した代理人（支店長等）の

氏名を記載する。代理人の届出がない場合は、空欄とする。 

  



建設業退職金共済（建退共）制度適用事業主の現場標識 

 

シール大 

 

掲示場所： 現場事務所や工事現場の出入口など見やすい場所に掲示 

する。 
 

標識寸法： Ａ3（大）・Ａ4（小）いずれかを掲示する。 

 

根  拠： 建退共制度改善方策について（H11.3.18 労働省、建設省、 

建退共本部） 
 

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関 

する指針 第 2 5（5）ハ 

 

施工体系図（下請契約がある工事） 

 

【例】 

 

 

掲示場所： 工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲

示する。（両方を兼ねることも可） 
 

標識寸法： 規定なし（確認しやすい大きさ） 

 

根  拠： 建設業法 第 24 条の 8 第 4 項（施工体制台帳及び施工

体系図の作成等） 
 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 

15 条第 1 項（施工体制台帳の作成及び提出等） 

下請負人に対する通知（下請契約がある工事） 

 

【例】 

 

 

掲示場所： 工事現場の見やすい場所に掲示する。 

標識寸法： 規定なし（確認しやすい大きさ） 

根  拠： 建設業法施行規則 第 14 条の 3（下請負人に対する通知等） 

 

  



道路占用・道路使用許可 

 

 

掲示場所： 工事現場の見やすい場所に掲示又は工事中標示板に許可

番号を表示する。 
 

標識寸法： 規定なし（確認しやすい大きさ） 

建設リサイクル法届出済ステッカー（建設リサイクル法対象工事） 

 

 

掲示場所： 工事現場の見やすい場所に貼り付ける。 

根  拠： 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第 11 条 

 

緊急時連絡表（熱中症含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大☞ 

 

掲示場所： 工事関係者が見やすい場所に貼り付ける。 

標識寸法： 規定なし（確認しやすい大きさ） 

根  拠： 土木工事安全施工技術指針 

      第４節工事現場管理５(３) 

           労働安全衛生規則第 642 条の３ 

【熱中症について】 

労働安全衛生規則第 612 条の２ 

 

 

 

 

 

 

 

  



再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び確認結果票の掲示（対象工事の場合） 

【例】 

 

 

 

掲示場所： 工事現場の見やすい場所に掲示する。 

標識寸法： 規定なし（Ａ３又はＡ４程度） 

 

根  拠： (1) 再生資源利用計画書の掲示 

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関す

る判断の基準となるべき事項を定める省令 第 9 条（再

生資源利用計画の作成等） 
 

(2) 再生資源利用促進計画書および確認結果票の掲示 

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生

資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項

を定める省令 第 8 条（再生資源利用促進計画の作成

等） 

 

※再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の作成・提出が必

要となる工事を対象とする。 
 

※確認結果票の作成及び現場掲示は、合計 500m3 以上の建設発生土

を搬出する工事を対象とする。 

 


